
  

柏崎市低入札価格調査実施要領 

（趣旨）  

第１条  この要領は、柏崎市が建設工事の請負契約を締結しようとする場合において、最低制限

価格（地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「政令」という。）第１６７条の１０

第２項）を設けないで、落札者又は落札候補者（以下「落札者等」という。）を決定する場合に

おいて、入札価格によっては当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めら

れるか否かについて調査する場合（政令第１６７条の１０第１項）（以下「低入札価格調査」と

いう。）の手続きについて必要な事項を定めるものとする。  

（対象工事）  

第２条  この要領の対象となる建設工事は、次に掲げるものとする。  

（１）予定価格が１億５千万円以上の建設工事 

（２）総合評価方式入札を実施する建設工事（以下「総合評価案件」という。）  

（３）前２号に掲げるもののほか、特に必要と認める建設工事  

（調査基準価格の算定方法） 

第３条  低入札価格調査を行う場合の基準となる価格（以下「調査基準価格」という。）は、次に

掲げる額（その額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額）の合計額（１万

円未満の端数を切り捨てた額）に１００分の１１０を乗じて得た額とする。ただし、その額が

予定価格に１０分の９．２を乗じて得た額を超える場合にあっては予定価格に１０分の９．２

を乗じて得た額とし、予定価格に１０分の７．５を乗じた額に満たない場合にあっては予定価

格に１０分の７．５を乗じて得た額とする。  

（１）直接工事費の額に１０分９.７を乗じて得た額  

（２）共通仮設費の額に１０分の９を乗じて得た額  

（３）現場管理費の額に１０分の９を乗じて得た額  

（４）一般管理費等の額に１０分の６.８を乗じて得た額  

２  前項の規定にかかわらず、特に必要があると認めるときは、調査基準価格を予定価格に１０

分の７．５から１０分の９．２までの範囲内における適宜の割合を乗じて得た額とする。  

（予定価格書への調査基準価格の記載）  

第４条  「新潟県柏崎市財務規則の規定に基づき備うべき帳簿及び諸表、報告書の様式」（以下「備

うべき様式」という。）に定める予定価格書及び「新潟県柏崎市上下水道局会計規程」（以下「会

計規程」という。）に定める予定価格書中、「最低制限価格」を「調査基準価格」と読み替え、

本基準に基づく金額を記載し、さらに、当該調査基準価格に１１０分の１００を乗じて得た金

額を「入札書等比較調査基準価格」に記載するものとする。 

２ 備うべき様式に定める入札調書及び会計規程に定める入札調書についても、前項と同様に記載

するものとする。 

（低入札価格調査）  

第５条  低入札価格調査は、その入札価格によっては当該契約の内容に適合した履行がされない

おそれがあると認められるか否かについて調査する。 

２ 前項の調査に当たり、落札候補者が入札時に提出した工事費内訳書が次のいずれかの基準（以



  

下「失格基準」という。）を満たさない場合は、その入札価格によっては契約の内容に適合した

履行がされないおそれがあるとみなし、失格とする。 

（１）直接工事費が市の設計額に１０分の９．５を乗じて得た額以上 

（２）共通仮設費が市の設計額に１０分の９を乗じて得た額以上 

（３）現場管理費相当額が市の設計額に１０分の８を乗じて得た額以上 

（４）一般管理費等が市の設計額に１０分の３を乗じて得た額以上 

（５）共通仮設費の各項目が適切に計上されていること  

３ 前項の規定に係らず、特に必要があると認めるときは、失格基準を別に定めることができる。  

（落札決定） 

第６条 調査の結果、契約の内容に適合した履行がされないおそれがないと認められた場合は、

当該最低価格入札者を落札者と決定する。 

２ 調査の結果、契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められた場合は、最低価

格入札者を落札者とせずに、最低価格入札者に次いで低い金額で入札し、かつ予定価格の制限

の範囲内の価格をもって申込みをした者（以下「次順位者」という。）を落札者とする。ただし、

次順位者が調査基準価格を下回る入札者であった場合には、低入札価格調査を実施する。 

（監督体制の強化等）  

第７条  低入札価格調査の結果、調査対象者が落札した場合においては、次に掲げる措置をとる

ものとする。  

（１）工事担当課長は、受注者が施工体制台帳又は施工計画書を作成している場合には、受注者

に対し、その提出を求めるものとする。この場合において、記載内容が低入札価格調査時と異

なるときは、その内容について事情聴取その他の調査を行うものとする。  

（２）当該工事の監督員は、あらかじめ提出された施工体制台帳及び施工計画書等の記載内容に

沿った施工が実施されているかどうかの確認を行うものとし、実際の施工が記載内容と異なる

ときは、その理由を受注者から詳細に聴取するものとする。  

附 則  

（施行期日）  

この要領は、令和２年（２０２０年）４月１日から施行する。  

附 則  

（施行期日）  

この要領は、令和４年（２０２２年）４月１日から施行する。  

 


